
芭蕉のさと企画展

甲州俳輯展　一芭蕉の後継者たち－

早川若芽・蓮孝一親子二代の俳論　す
江戸時代、甲州（山梨県）は、江戸を中心とした文化圏に属していました。俳譜においても例外ではなく、甲州の

俳人たちは主として江戸の俳人と交流を持ち、またその指導を仰いでいました。松尾芭蕉のように、時折江戸以外
の俳人が甲州を訪れることがあっても、それが大きな動きにつながることはほとんどありませんでした。

しかし、18世紀後半ころ、そうした江戸俳壇の支配下ともいえる位置から脱却する動きが出てきます。そのさき

がけとなったのが、医師としても活躍した早III石牙とその息子の漫々たちでした。

石牙は、若年の頃京に上って医術を修めると共に、京都俳人と関係を結び、それまで江戸一辺倒だった甲州俳壇

園

会　期12月23日（月）まで 

開館時同　午前9時～午後4時30分（入館は4時まで） 

休館　日12月9・16・17・24日 

観覧料金 
一　般　　　　　300円（210円） 

高校・大学生　　200円（140円） 

小・中学生　　　100円（70円） 

※（）内は20名以上の団体料金です。 

20

に京都風の傾向を吹き込みました。また、漫々は流派や

派閥にとらわれない姿勢で、江戸以外の俳人や国学者た

ちとも交流関係を築き、甲州俳壇の重鎮として活躍して
います。

彼らに代表される、そうした柔軟な動きが、やがて甲

州俳壇を江戸俳壇の一部ではなく、独立した存在として

全国的に認識させる契機となっていきました。

本企画展では、石牙・漫々の交流関係を中心とした動

向を通して、18世紀後半に甲州俳壇の変化を促した動き

について紹介いたします。
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と
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も
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一
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と
な
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、
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時
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な
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な
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